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本事例における留意点

内国法人が業務委託先に支払う業務委託料の内訳明細に交際費等に相当する金額が含まれて

いたとしても、その交際費等がその内国法人の支出する交際費等に該当するものでない限り、

業務委託先の法人の交際費等として処理することとなる。

事 例

当社はメーカーであり、その製造する製品について、Ａ社を販売代理店として販売代理店契

約を締結しております。この販売代理店契約の内容は、Ａ社が当社製品を販売するために通常

要すると見込まれるコスト相当額に一定の利益を加算した金額として月額500万円と、その他

当社製品の販売のために要した費用に相当する金額で当社が認めた金額の合計額を業務委託料

として支払うというものです。

今回、Ａ社からの請求書に月額500万円の業務委託料の他に、当社製品の販売に要した費用

として、Ａ社の大口の得意先であるＢ社の従業員等を接待した費用30万円が業務委託料とし

て請求されました。

当社としては、Ｂ社には当社製品を購入していただいており、Ａ社がＢ社の従業員等を接待

した費用に相当する30万円を当社が業務委託料に含めて支払うことは問題ありませんが、こ

の30万円は当社の交際費等に該当することになるのでしょうか。

なお、Ａ社が販売代理店として当社製品を陳列するために必要な減価償却資産である陳列棚

を購入したときは、その購入代金100万円に相当する金額を月額500万円に加算して業務委託

料として支払ったこともあります。
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本事例における法令等の検討

１ 交際費等の範囲

交際費等とは、交際費、接待費、機密費

その他の費用で、法人が、その得意先、仕

入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類

する行為のために支出するものをいいます

が、次の費用のいずれかに該当するものを

除くとされています（措法61の４③、措

令37の５)。

⑴ 専ら従業員の慰安のために行われる運

動会、演芸会、旅行等のために通常要す

る費用

⑵ 飲食その他これに類する行為のために

要する費用（専らその法人の役員若しく

は従業員又はこれらの親族に対する接待

等のために支出するものを除きます。）

であって、その支出する金額を参加した

者の数で除して計算した金額が5,000円

以下の費用

⑶ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手

ぬぐいその他これらに類する物品を贈与

するために通常要する費用

⑷ 会議に関連して、茶菓、弁当その他こ

れらに類する飲食物を供与するために通

常要する費用

⑸ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を

編集するために行われる座談会その他記

事の収集のために、又は放送のために通

常要する費用

２ 国税不服審判所裁決の検討

国税不服審判所において、『交際費等と

は、交際費、接待費、機密費その他の費用

で、法人が、事業関係者等に対する接待等

のために支出するものをいう旨規定してお

り、当該支出が交際費等に該当するかどう

かについては、①支出の相手方が事業関係

者等であり、②支出の目的が、事業関係者

等との間の親睦の度を密にして取引関係の

円滑な進行を図るためであるとともに、③

支出の原因となる行為の形態が、接待等で

あることの三要件に該当することが必要で

ある。』（裁決事例集No.75、401頁）と平

成15年９月９日東京高等裁判所の判決を

引用して判断しております。

本事例における取扱いの検討

１ 交際費等に該当する三要件の検討

交際費等とは、交際費、接待費、機密費

その他の費用で、法人が、その得意先、仕

入先その他事業に関係のある者等に対する

接待、供応、慰安、贈答その他これらに類

する行為のために支出するものをいうもの

とされており、当該支出が交際費等に該当

するかどうかについては、①支出の相手方

が事業関係者等であり、②支出の目的が、

事業関係者等との間の親睦の度を密にして

取引関係の円滑な進行を図るためであると

ともに、③支出の原因となる行為の形態が、

接待等であることの三要件に該当すること

が必要であるとしています。

本件では、貴社製品を購入しているＢ社

の従業員等は貴社の事業関係者等に該当し

ますが、Ａ社の事業関係者等にも該当しま

す。そして、Ｂ社の従業員等に対して接待

等を行ったのはＡ社であることから、貴社

において得意先の従業員等に対して接待等

Ⅰ

Ⅱ
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を行ったものとは認められません。

また、貴社においてＢ社の従業員等との

間の親睦の度を密にしたとも認められませ

ん。

２ 減価償却資産の購入代金に相当する

金額の検討

ところで、貴社は、Ａ社が販売代理店と

して貴社製品を陳列するために必要な減価

償却資産である陳列棚を購入したときに、

その購入代金に相当する金額100万円を月

額500万円の業務委託料に加算して支払っ

ているとのことですが、貴社製品を陳列す

るために特別に購入した陳列棚であるとし

ても、その陳列棚の所有権はＡ社にあるこ

とになります。

Ａ社にとって、陳列棚は減価償却資産で

あることから、Ａ社はその購入代金のうち

各事業年度の償却限度額までの金額を損金

の額に算入することができますが、貴社か

ら業務委託料として受領した100万円はそ

の確定した日の属する事業年度の一時の益

金とすることになります。

したがって、貴社にとっては、貴社が負

担した陳列棚の購入代金に相当する金額は、

貴社が陳列棚を購入したものでなく、かつ、

陳列棚の所有権もないことから、業務委託

料として損金の額に算入されるものと考え

られます。

なお、陳列棚の購入代金に相当する金額

100万円が業務委託料であるとしても、そ

の陳列棚が法人税基本通達８―１―８ 広

告宣伝の用に供する資産を贈与したことに

より生ずる費用 に該当する場合には、繰

延資産となることから、その100万円のう

ち繰延資産としての償却限度額までの金額

が各事業年度の損金の額に算入されること

になります。

３ 業務委託料に含まれる交際費等に相

当する金額の検討

貴社がＡ社に対して支払う30万円は、

Ａ社が得意先の従業員等の接待等のために

支出した交際費等の金額に相当する金額で

あり、その接待等を行ったのはＡ社です。

Ａ社においては上記Ⅱ１の①支出の相手

方が事業関係者等であり、②支出の目的が、

事業関係者等との間の親睦の度を密にして

取引関係の円滑な進行を図るためであると

ともに、③支出の原因となる行為の形態が、

接待等であることの三要件に該当すること

から、Ａ社の交際費等に該当することとな

ります。

したがって、Ａ社の支出した交際費等の

金額に相当する金額30万円については、

貴社の交際費等には該当しないこととなり

ます。また、業務委託契約に基づき月額

500万円に加算して支払われる30万円は、

貴社製品の販売のために要した費用に相当

する金額であることから、貴社の業務委託

料として損金の額に算入されることになり

ます。
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(了)

【業務委託料の概念図】

(貴社) (Ａ社)

交際費等相当額 30万円 業務委託料 530万円 交際費等 30万円

月額 500万円 コストプラス利益 500万円

(費用合計 530万円) (収益 530万円)

陳列棚相当額 100万円 業務委託料 600万円 減価償却資産 100万円

月額 500万円 コストプラス利益 500万円

(費用合計 600万円) (収益 600万円)

※ Ａ社は業務委託料の全額を収益に計上し、自ら支出した交際費等の損金不算入の金

額及び自らが所有権を有する減価償却資産の償却限度額を計算して所得金額の計算を

行うこととなります。

未成年後見人

日本の民法の制度の一つ

で、未成年者に対して親権

を行う者がないとき、または、親権を行う者が管

理権（財産に関する権限）を有しないときに、法

定代理人となる者のことである（民法第838条１

号)。つまり、未成年者の後ろだてとなってその

補佐・保護をする後見人のことである。父母の死

亡により親権者がいない場合や父母の一方が親権

喪失によって管理権を持たないような場合には、

最後に親権を持つ者の遺言による指定もしくは関

係人の請求に基づく家庭裁判所の職権によって選

任される。

未成年者後見人は監護教育の権利義務を有し、

成年後見人は療養看護等の事務を行うにあたって

本人の意思の尊重と本人の心身の状況・生活の状

況に配慮する義務を負う。

また、一般的に財産の管理権、財産上の行為の

代表権などを有する。つまり、未成年後見人は、

未成年者の財産を管理し、その財産に関する法律

行為について未成年者を代表する。なお、未成年

後見人は意思の不統一などの混乱を避けるため一

人に限られる。これに対して、成年者であっても

判断能力を十分に持たない人、具体例としては認

知症や知的障害の人を保護する制度を成年後見制

度という。
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